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１. 報告の総括（選出の考え方、公表結果等）

【 総 括 】

（選出方針）
〇 従来通り、基準・水準を参考に、意向を踏まえて整理していく。

⇒ 新たに選出された紹介受診重点医療機関は、７ 医療機関

（前回紹介受診重点医療機関について）
〇 継続性の観点から、意向を尊重しつつ、継続してもらう（次回報告以降で

要件等を満たすことも含む）。
⇒ 前回選出された紹介受診重点医療機関は、全て「継続」

（選出結果）
〇 県内 ６０医療機関が選出（前回は５３医療機関）

⇒ 令和６年４月１日付で公表予定。
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２. 紹介受診重点医療機関の公表結果（R６.４/1付〔予定〕）

・公 表 日：令和６年４月１日 予定（※県HPにも掲載）

・医療機関数： 前回５３医療機関 ⇒ 県内６０医療機関 ※該当医療機関には通知を郵送予定。

N
o

区域 医療機関名 新規
・継続

１ 横浜 済生会横浜市東部病院 継続

２ 横浜
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川
県済生会神奈川県病院 継続

３ 横浜 菊名記念病院 継続

４ 横浜
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜
労災病院 継続

５ 横浜 昭和大学藤が丘病院 継続

６ 横浜
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経
外科病院 継続

７ 横浜 昭和大学横浜市北部病院 継続

８ 横浜
一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう
病院 新

９ 横浜
独立行政法人地域医療機能推進機構 横
浜保土ケ谷中央病院 継続

N
o
区域 医療機関名 新規

・継続

10 横浜 横浜市立市民病院 継続

11 横浜
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

継続

12 横浜 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 継続

13 横浜 神奈川県立がんセンター 継続

14 横浜 湘南泉病院 継続

15 横浜
社会福祉法人 親善福祉協会
国際親善総合病院

継続

16 横浜 横浜市立みなと赤十字病院 継続

17 横浜
独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜中央病院

継続

18 横浜
公立大学法人横浜市立大学附属
市民総合医療センター

継続3



N
o

区域 医療機関名 新規
・継続

30
川崎
北部 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 新

31
川崎
南部 川崎市立川崎病院 継続

32
川崎
南部 川崎市立井田病院 継続

33
川崎
南部 関東労災病院 継続

34
川崎
南部 日本医科大学武蔵小杉病院 継続

35
横須賀・
三浦 横須賀市立うわまち病院 継続

36 横須賀・
三浦

国家公務員共済組合連合会
横須賀共済病院 継続

37
横須賀・
三浦 横須賀市立市民病院 継続

38
横須賀・
三浦 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 継続

39 横須賀・
三浦

よこすか女性泌尿器科・泌尿器科
クリニック 継続

40
湘南
東部 一般財団法人同友会藤沢湘南台病院 継続

２. 紹介受診重点医療機関の公表結果（R６.４/1付〔予定〕）

N
o

区域 医療機関名 新規
・継続

19 横浜
地方独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立こども医療センター 継続

20 横浜 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 継続
21 横浜 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 継続

22 横浜
国家公務員共済組合連合会
横浜南共済病院 継続

23 横浜 神奈川県立循環器呼吸器病センター 継続

24 横浜 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川
県済生会横浜市南部病院

継続

25 横浜
国家公務員共済組合連合会
横浜栄共済病院 継続

26
川崎
北部 虎の門病院分院 継続

27
川崎
北部 帝京大学医学部附属溝口病院 継続

28
川崎
北部 川崎市立多摩病院 継続

29
川崎
北部 聖マリアンナ医科大学病院 新 4



２. 紹介受診重点医療機関の公表結果（R６.４/1付〔予定〕）

N
o

区域 医療機関名 新規
・継続

41
湘南
東部 藤沢市民病院 継続

42
湘南
東部 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 新

43
湘南
東部 茅ヶ崎市立病院 継続

44
湘南
東部 湘南東部総合病院 継続

45
湘南
西部 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 継続

46
湘南
西部 平塚市民病院 継続

47
湘南
西部 秦野赤十字病院 継続

48
湘南
西部 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 継続

49
湘南
西部

神奈川県厚生農業協同組合連合会
伊勢原協同病院 継続

50
湘南
西部 東海大学医学部付属病院 継続

N
o

区域 医療機関名 新規
・継続

51 県央 厚木市立病院 継続

52
県央 東名厚木病院 新

53 県央 大和市立病院 継続

54
県央

社会医療法人ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ
海老名総合病院

新

55
相模原

神奈川県厚生農業協同組合連合会
相模原協同病院 継続

56
相模原

独立行政法人地域医療機能推進機構
相模野病院 継続

57
相模原 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 継続

58
相模原 北里大学病院 新

59
県西 小田原市立病院 継続

60 県西 神奈川県立足柄上病院 継続
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令和５年度

８～９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

事務局
（県）
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３. 今後のスケジュール

10~11月 令和５年度 外来機能報告開始

現 在

第３回地域医療構想
調整会議で協議

令
和
５
年
度
報
告
分
の
公
表
（予
定
）

様式１、２（10/1～11/30）

報告データの確認、訂正、催促
（12/1～1月上旬）
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国から確定値データ提供
（１月末）

本日 ２/２１第６回
保健医療計画推進会議報告

第１回
地域医療構想

調整会議で協議

⇒ 令和６年度以降は、平常通り、年１回、当該年度報告分の公表を実施予定
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その他参考資料
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【紹介受診重点医療機関とは】
外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、「医療資源を重点的に活用

する外来（重点外来）」を地域で基幹的に担う医療機関のこと。かかりつけ医等からの紹介状を持

つ紹介患者への外来を基本とします。
※ 重点外来 …がん手術処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備が必要な外来のことを指す。

《 国が定める基準・水準項目 》※外来機能報告より自動算出

基準

重点外来の外来件数の占める割合が

①初診の外来件数において ４０％以上

②再診の外来件数において ２５％以上

水準
①紹介率 ５０％以上

②逆紹介率 ４０％以上

【参 考】 紹介受診重点医療機関について

《 国の選出の考え方 》
医療機関の特性や地域性を考慮し、基準・水準を参考にし、医療機関の意向を踏まえて協議の場で

確認・協議すること、としている。（ 外来機能報告等に関するガイドライン［令和５年９月29日改正］）
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【設置目的】
患者の受診行動の円滑化を図り、患者の外来待ち時間や病院の外来負担軽減など、地域

の外来医療提供体制の明確化・効率化を目的とする。

紹介受診重点医療機関になることで・・・

✔ 県HPにて掲載され、県民への周知が行われる。

✔ 紹介状がなく来院された患者の場合は、一部負担金（３割負担等）

とは別の「特別の料金」が原則発生する。

① 外来機能報告制度（紹介受診重点医療機関）の定着化

② 患者の受診整備が既に一定程度実施・継続すること

前回同様、国のガイドラインを踏まえながら、上記２つの観点に基づき、

紹介受診重点医療機関を整理する（次頁にて整理）

【参 考】 紹介受診重点医療機関について



【観点①：外来機能報告制度（紹介受診重点医療機関）の定着化 】
⇒ まず、全ての対象医療機関について、従来通り、基準や水準を参考に、医療機関の意向を

踏まえて、下記の通り整理していく。

外来機能報告の結果

「意向あり」かつ「基準を満たす」

「意向あり」かつ「基準を満たさない」

「意向なし」かつ「基準を満たす」

「意向なし」かつ「基準を満たさない」

紹介受診重点医療機関

紹介受診重点医療機関としてはどうか。

【水準を満たす場合】
⇒ 紹介受診重点医療機関としてはどうか。

【水準を満たさない場合】
⇒ 紹介受診重点医療機関としないとしてはどうか。

紹介受診重点医療機関としないとしてはどうか。

紹介受診重点医療機関としないとしてはどうか。
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【参 考】 紹介受診重点医療機関の公表に向けた県の考え方①



外来機能報告の結果

「意向あり」
かつ「基準・水準ともに満たさない」

「意向なし」
かつ「基準又は水準を満たす」

「意向なし」
かつ「基準・水準ともに満たさない」

紹介受診重点医療機関

次回、次々回報告までに要件を満たすこと※を
前提に、紹介受診重点医療機関としてはどうか。

意向を尊重し、紹介受診重点医療機関としない
としてはどうか。

意向を尊重し、紹介受診重点医療機関としない
としてはどうか。
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※ 地域医療支援病院の承認取消においては、直ちに取消をするのではなく、承認後２年間で要件達成できるよう

年次計画提出等を求めるようにしている。

【観点②：患者の受診整備が既に一定程度実施され、これを継続すること】
⇒ 患者の方々の混乱を防ぐべく、紹介受診重点医療機関は一定程度続けてもらう。

そのため、前回の紹介受診重点医療機関については、下記の考え方で、整理していく。

【参 考】 紹介受診重点医療機関の公表に向けた県の考え方②
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【参 考】 地域医療支援病院の承認取消に関する取扱いについて



（1）開設者：原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
（2）紹介率：紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。

ア）紹介率が80％以上であること
イ）紹介率が65％以上であり、かつ、逆紹介率が40％以上であること
ウ）紹介率が50％以上であり、かつ、逆紹介率が70％以上であること

（3）共同利用：建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
（4）救急医療：救急医療を提供する能力を有すること
（5）研修：地域医療従事者に対する研修を行っていること
（6）病床数、構造設備：原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を

有すること 等

【参 考】 地域医療支援病院制度の概要

地域医療支援病院は、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、平成９年の
医療法改正で創設されたもので、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、
かかりつけ医等を支援する能力、構造設備等を備え、地域医療の充実を図る役割を担う病院として知事等
が承認するもの

趣旨

•紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む）
•医療機器の共同利用の実施 •救急医療の提供 •地域の医療従事者に対する研修の実施

主な機能

承認要件
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【参 考】 紹介受診重点医療機関の周知のお願い

紹介受診重点医療機関とは、患者の受診の円滑化を図る目的で設置。
⇒受診する患者への理解のためにも、引き続き、周知・啓発のほどお願いします。

リーフレットについては
本県HPからダウンロード可能

本県HP
アクセス二次元コード
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【参 考】 制度の概要について（診療報酬での紹介受診重点医療機関になるメリット）

（出典：外来機能報告等に関するガイドライン）
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【参 考】 制度の概要について（診療報酬での紹介受診重点医療機関になるメリット）
（出典：令和4年度診療報酬の概要※厚労省HPより）
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【参 考】 定額負担の対象病院の拡大について

○ 令和４年度診療報酬改定において、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介

状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲等が見直された。

○ 紹介受診重点医療機関のうち一般病床200床以上の病院については、令和４年10月１日以降、紹介状が

ない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。
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【参 考】 令和４年度診療報酬改定（外来医療の機能分化等）

（出典：外来機能報告等に関するガイドライン）



19

説明は以上です。


